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平成20年1月改訂「防護柵設置基準・同解説」準拠
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背面側に屈曲した形状のアルミ高欄は現状基準を満足していません！
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平成20年1月  防護柵設置基準改定について平成20年1月  防護柵設置基準改定について
歩道等のある橋梁・高架の防護柵設置

（１）経緯      
平成18年8月に福岡市臨港道路「海の中道大橋において防護柵突破による車両転落事故が発生しま
した。その事故を契機として、今回の基準改訂では、より安全性を向上させるため、橋梁上の防護柵設
置のあり方が見直されました。      

（２）改訂事項 
橋梁・高架における車両用防護柵設置が必要である判断要件ｄ）、ｅ）が追加。 

橋梁用防護柵は「防護柵設置基準」および「車両用防護柵標準仕様」に準拠する。設置にあたっては、機
能、経済性、施工条件、景観および維持管理等を十分勘案した上で、設置目的や設置箇所に応じて種類
等を選定する。

高欄設置時期が古く、高欄高
さが低いため転落の恐れがあ
ります。既設高欄のトップレ－
ルに手摺を追加することで経
済的に補修できます。  
   

①構造基準・強度基準が旧基準になっていませんか。

（注２）歩行者自転車用柵を兼用
した場合は路面からの防
護柵の高さを1100m/m
とする。

②歩行者自転車用柵の高さは
　満足してますか。

③アルミニウム合金の場合、歩車道境界に防護柵がないときはハイテンション型になってますか。
④縦格子の隙間（部材間隔）は150m/m以内になってますか。

既存防護柵の適合・不適合の判断ポイント既存防護柵の適合・不適合の判断ポイント
１．歩道のある橋梁、高架での設置の考え方は満足していますか。

２． 防護柵の機能・構造は満足してますか。

（注１）車両の橋梁外への逸脱を防止する必要がある区間で、歩車道境界に車両用防護柵を設置することが困難である場合には、転落防
止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものとする。

（注２）歩車道境界に車道用防護柵がない橋梁、高架区間の路側に種別SPのアルミニウム合金製防護柵を設置する場合は、ハイテンシ
ョン製のアルミニウム合金歩行者自転車用柵を用いるものとする。

（注３）歩行者などが混入するおそれのある場合には、必要に応じて転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵
を設置するものとする。  

歩道が狭い場合

縁石の高さが低い場合

橋長が長い場合

平成20年1月改訂「防護柵の設置基準・同解説」より

歩行者自転車用柵（注1）（注2）

車両用防護柵（注3）

車道歩道等

車両用防護柵または、横断防止
を目的とした歩行者自転車用柵
（必要に応じて設置する）

背面側に屈曲した
形状のアルミ高欄は
現状基準を満足していません！
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高さが低い！

トップレールの嵩上げ

設置基準に準拠
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主要横梁
下段横梁

横梁 種類

（注１）ブロックアウト量は、支柱前面から横梁最前面までの距離
で種別ごとに決められてます。

○平成20年1月の防護柵設置基準改定では歩行者を守ることを目的として機能・構造に
　おいて新たにさまざまな要件が追加されました。
○また設置されてから長期間経過した橋梁用高欄・防護柵の多くは錆などの老朽化が著
　しく更新が必要とされています。
○このパンフレットは新設が必要な箇所、既設の規格外・老朽化・要取替箇所の調査マ
　ニュアルとして作成いたしました。安心安全な橋梁用高欄・防護柵の整備に少しでも寄
　与できれば幸いです。

ａ） 転落車両による第三者の二次被害が発生する恐れのある場合
ｂ） 線形が視認されにくい曲線部など、車両の路外逸脱が生じやすい場合
ｃ） 地域の気象特性等により路面凍結が生じやすくスリップ事故が多発している場合

ｄ） 橋長が長いなど走行速度が高くなるおそれがある場合
ｅ） 歩道幅員が狭い、又は縁石高さの低い場合

支柱最前面

主要横梁ブロックアウト量
主要横梁最前面

主要横梁

下段横梁最前面

下段横梁ブロックアウト量
下段横梁

支柱

支柱最前面

主要横梁ブロックアウト量
主要横梁最前面

主要横梁

下段横梁最前面

下段横梁ブロックアウト量

下段横梁

支柱

（a）角ビームタイプ （b）丸ビームタイプ
付図ー1・1　ブロックアウト量
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調査データ作成マニュアル調査データ作成マニュアル 調　査　票調　査　票
管 理 者

橋 名

路 線 名

場 所

橋 梁 延 長

縁 石 高 さ

全 幅 員

車 道 幅

歩 道 幅

地覆高さ①

地覆高さ②

車道
縁石

地覆① 地覆②

歩道

2. 既設防護柵・高欄チェックリスト（不適合の場合ｇ～ｎを記入）

1. 高架･高欄において車両用防護柵が必要とされる（a～fの要件に○）

3. 高欄・防護柵取替の提案　（地覆、アンカーボルト等）

高欄

たわみ性防護柵

アルミニウム合金材

コンクリート、剛性高欄

機能適合 ・ 構造適合
合 ・ 否
（g ～ l）

老朽化
合 ・ 否

（m ～ n）

ａ. 転落車両による第三者の二次被害が発生する恐れのある場合

ｂ. 線形が視認されにくい曲線部など、車両の路外逸脱が生じやすい場合

ｃ. 地域の気象特性等により路面凍結が生じやすくスリップ事故が多発している場合

ｄ. 橋長が長いなど走行速度が高くなるおそれがある場合

ｅ. 歩道幅員が狭い、又は縁石高さの低い場合

ｆ． その他道路管理者が必要と判断した場合

１．橋梁・高架において車両用防護柵が必要とされる判断要件

２．既設橋梁用防護柵、高欄チェック項目

機能適合 ・ 構造適合1

g． 車道部における現行の強度基準に適合していない場合

h． 車道部における橋梁用防護柵でブロックアウト量が基準の数量を満たしていない場合

i． 歩車道におけるハイテンション型でないアルミニウム製高欄が設置されている場合

j． 歩道部における桟間隔及び部材と路面の間隔が１５０mm以上ある場合

k． 歩道部における設置高さが路面より１１００mmに満たない場合

l． 車道部における設置高さが路面より900mm未満、又は1000mmを超える場合

老 朽 化2

m． 防護柵、高欄本体に錆がかなり進行している場合

n． 定着部（アンカーボルト）における錆の進行が著しい場合

a b c d e f

ＮＯ
1
2
3
4
5

・　延長の分かるもの
・　全体及び不適合、老朽化箇所(位置を平面図に記入）

その他

右記

橋梁用高欄・防護柵　調査書類一覧
資料項目

位置図
平面図
現況写真

調査票
摘要

・　路線名　場所　橋梁名

地覆幅①

m

m

m

㎜

㎜

㎜

㎜ ㎜ 地覆幅②
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取替え提案取替え提案

補修のパターン補修のパターン

高欄アンカーボトルは埋め込み仕様● 地覆からの補修

高欄アンカーボトルは
後打ちアンカー（樹脂アンカー）仕様

● 既存地覆の利用
   （高欄のみの補修）

既設の防護柵を撤去し地覆を補修 穴をあけ、後打ちアンカーを設置

高欄を施工

既設高欄のトップレールに手すり追
加することで、経済的かつ安全な高
さを確保できます。

嵩上げ高欄
トップレールの嵩上げ

設置基準に準拠
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ｂｅｆｏｒｅ

ａｆｔｅｒ

ｂｅｆｏｒｅ

ａｆｔｅｒ

ｂｅｆｏｒｅ ｂｅｆｏｒｅ

ｂｅｆｏｒｅ

ａｆｔｅｒ

ｂｅｆｏｒｅ

ａｆｔｅｒ

高欄補修は以下の様なパターンで行われます。

ａｆｔｅｒ ａｆｔｅｒ

g． 車道部における現行の強度基準に適合し
　ていない場合

h． 車道部における橋梁防護柵でブロックアウ
　ト量が基準の数量を満たしていない場合

m． 防護柵、高欄本体に錆がかなり進行して
　  いる場合

n． 定着部（アンカーボルト）における錆の進
　行が著しい場合

ｂｅｆｏｒｅ

ａｆｔｅｒ

ｂｅｆｏｒｅ

ａｆｔｅｒ

i． 歩道部におけるハイテンション型でないア 
　ルミニウム製高欄が設置されている場合

j． 歩道部に桟間隔及び部材と路面の間隔が
　１５０㎜以上ある場合

k． 歩道部における設置高さが路面より１１００㎜
　　に満たない場合

l．　車道部における設置高さが路面より900mm
　　未満、又は1000mmを超える場合

当協会では設置基準に準拠した提案を致します。

1機能適合・構造適合への取替え提案

2老朽化への取替え提案




